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福岡商工会議所 

 
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 
職員が仕事と子育て・介護の両立を図るとともに、全職員の仕事と生活の調和を尊重し、

多様な人材が健康でその能力を最大限に発揮し続けられるよう労働環境の整備を行うため、
次のとおり行動計画を策定する。 

 
１．計画期間 ２０２４年 ４月 １日〜２０２９年 ３月３１日までの ５年間 
２．計画の内容 
 
 
＜取り組み内容＞ 
 ・時差出勤や各種休暇制度等を積極的に活用し、多様な働き方を創出する。 
 ・ノー残業デーの強化と取得率の向上を推進し、仕事と生活の調和を尊重する。 
 ・正職員一人当たりの各月毎の法定時間外労働時間を、管理職・非管理職ともに−5.0％

以上とする。 
 ・時間外労働時間の把握だけでなく、総労働時間との関係を含めて分析を行い、部署毎・

個人毎の業務量や仕事の負荷などの実態を把握し、職員の過重労働防止および業務の
平準化を図る。 

 ・時間外労働の適正管理及び縮減に向けた職員の意識醸成を図る。 
 
 
 
＜取り組み内容＞ 
 ・所内システム等を通じて、育児や介護に関する各種支援制度の周知を図る。 
 ・希望する全ての職員が、出産・育児を理由とする休業・休暇を取得できるよう職場環境

を整備する。また、特に男性の育児休業取得者を増やし、男女合計での育児休業取得率
を 10％以上増加させる。 

 ・看護休暇や介護休暇の取得率向上を目指し、子育て・介護と仕事の両立に対する理解促
進に向けた意識啓発を図る。 

 ・育児休業職員や介護休業との定期的なコミュニケーションを図り、円滑な復帰を促す。 
  
 
 
＜対策＞ 
 ・結婚、出産、子育て、介護等により退職した職員が、生活環境の変化によって再び就業

が可能となった際に、再度雇用するための制度を設定する（カムバック制度）。また、
該当者に当制度を周知し、希望者は面接などを経て雇用する。 

目標１：職員の仕事と生活の両立を支援する労働環境を整備します 

目標２：性別を問わず子育てや介護支援制度の取得促進と、制度に対する理解を深
めます 

目標３：結婚、出産、子育て、介護等による退職者の再雇用制度を新設します 


